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ほたか居宅介護支援事業所 
重要事項説明書 

 

はじめに 

 この文書は、指定居宅介護支援サービス提供の開始に際しまして、ご利用される

ご本人様およびそのご家族様に対し、当事業所をご理解いただくとともに、適切な

サービスをご利用いただけますよう、当事業所の運営の概要やサービスの内容など

を重要事項として分かりやすく掲載し、ご説明させていただくものです。本内容を

よくご理解いただいた上で、ご契約ください。 

 

１.事業所名 

群馬県知事指定居宅介護支援事業所 
社会福祉法人ほたか会「ほたか居宅介護支援事業所」 

            （介護保険事業者番号 １０７０１０２８７４） 
＊当事業所は、職員体制等が国の定める要件を満たすものとして、特定事業所Ⅱ 

の対象事業所です。 

 

２.代表者名 
理事長  樋 口     明 

 

３.管理者名 
  小野里  明 美 

 

４.所在地 
          〒371-0034 群馬県前橋市昭和町三丁目 11番地 18号 

          Tel 027-212-4802（代） Fax  027 -212- 6556 

 

５.事業の目的および運営の方針 

 当事業所は、要介護状態または要支援状態にある高齢者の方に対し、当事業所の

介護支援専門員が、適切な指定居宅介護支援の提供を行なうことを事業の目的とし

ています。また、事業の提供にあたっては、次の事項を運営の方針として努めてい

ます。 
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〔運営の方針〕 

（１）サービス計画策定にあたって、ご利用者が要介護状態になった場合におい

ても、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日

常生活が営めるよう居宅サービス計画を作成します。 

（２）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自身の主

体的かつ自由な選択に基づき、適切な保健医療サービス・福祉サービスが、多

様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう、常に居宅介護支援技術

の進歩に対応し、居宅サービス計画の策定を行うなど、適切な技術をもって居

宅介護支援に努めます。 

（３）利用者の意思および人格を尊重し、利用者へ提供される指定居宅サービス

等の事業者が、特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、

公正中立に行なっております。利用者や家族よりケアプランに位置付ける居宅

サービス事業所について要求があれば複数の事業所を紹介します。また、当該

事業所をケアプランに位置付けた理由について要求があれば説明します。 

（４）前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密

着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合（別紙）と、同一事業所

により提供されたものの割合（別紙）を利用者や家族へ文書の交付と説明を行

います。前６か月間については、前期（３月１日から８月末日）後期（９月１

日から２月末）期間を対象とします。また、介護サービス情報公表制度におい

て公表します。 

（５）必要に応じて、市町村、介護支援センター、他の事業者、介護保険施設等

との連携に努めています。 

 

６.職員の職種、員数、職務内容 

 当事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりです。 

（１）管理者           １名（兼務） 
 管理者は、事業所の従事者の管理および業務等の管理を一元的に行います。 

 （２）介護支援専門員       ７名以上（うち１名兼務） 
  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供及び給付管理にあたる職員です。 

 （３）その他、事務を担当する事務職員を配置しています。 

・また、職員に対しての定期的な研修の機会を設けることにより、常に職員の資質

向上に努めています。 

・ご利用者の希望、その他の必要性に応じ、担当する介護支援専門員を交替する場

合がございます。ただし、その場合には、利用者に対してサービス利用上の不利

益が生じないよう、十分に配慮いたします。 
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７.営業日および営業時間 

 （１）営業日   月曜日～土曜日 

  ただし、国民の休日および 12月31日から 1月2日までを除きます。 

 （２）営業時間  午前9時から午後6時まで 
  ただし、緊急時においては夜間も受け付けています。 

 

８.指定居宅介護支援の提供方法および内容 

 （１）居宅で生活されている要介護者等が、日常生活を営む為に必要な保健医療

サービスまたは福祉サービスを適切に利用できるよう、利用者からの依頼を

受けて、心身の状況・環境・ご本人やご家族からの希望等を勘案し、利用す

る指定居宅サービスの種類や内容等を定めた計画（居宅サービス計画）を作

成しています。また、居宅サービス原案の内容については、理解しやすいよ

うに懇切丁寧に説明し交付を行い、同意をいただいてからサービスの提供に

努めます。 

（２）居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう

主治医、指定居宅サービス事業者やその他の者との連絡調整を図ります。 

（３）要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介

等必要な便宜を図ります。 

（４）居宅サービス計画作成後においても、利用者ご本人およびそのご家族なら

びに指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、モニタリング（テレ

ビ電話装置等の活用も含む）時に居宅サービス計画の実施状況の把握及び解

決すべき課題の把握に努め、必要に応じて居宅サービスの変更・指定居宅サ

ービス事業者との連絡調整を行なっています。 

 （５）サービス担当者会議を開催し、担当者に対する照会等により、サービス計

画の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めています。 

 （６）適切な支援が行えるよう、介護支援専門員一人あたりの居宅介護支援の担

当件数の上限は49件としています。 

（７）その他必要に応じ、利用されるご本人およびそのご家族に対する便宜の提

供を図っています。 
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９.利用料その他費用の額 
 指定居宅介護支援の提供を受けた場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介

護報酬上の額となります。（全額保険給付を受ける場合は、利用者の負担はありま

せん。）ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサー

ビス利用料金に相当する給付を受領できない場合は、別に定めるサービス利用料金

の全額を当事業所に対し、いったんお支払いいただきます。また、サービス提供中

に要介護認定等において、非該当もしくは自立と認定され、その後も、継続して居

宅介護支援の提供を受ける場合、通常の実施地域を超えて行なう居宅介護支援事業

に要した交通費は、別に定める利用料金をご負担いただきます。 
※ 別表のサービス利用料金について、介護保険法令の改正等により、介護給付費

体系の変更があった場合、当該サービス利用料金を変更することがございます。

予めご了承ください。 

 

１０.通常の実施地域 
 前橋市・高崎市（旧倉淵村、旧新町を除く）・渋川市（旧赤城村、旧北橘村、旧

小野上村、旧伊香保町を除く）・北群馬郡榛東村・北群馬郡吉岡町 
 

１１.秘密の保持（個人情報の保護） 
当事業所を利用されるご本人およびそのご家族の情報が第三者に漏れるという

ことは絶対にありません。（利用終了後も同様です。）ただし、適切な介護保険サー

ビスの提供を受けられるために必要があるときは、市町村、他の居宅介護支援事業

者、居宅サービス事業者、介護保険施設、保健医療サービスまたは福祉サービスを

提供する機関へ、療養情報等、必要な情報を当事業所の担当者より、提供させてい

ただく場合がございます。 

また、利用者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、

事前の同意を文書により得た上で、利用者またはその家族等の個人情報を用いる場

合がございます。ただし、介護サービスの質の向上のための学会、研究会等での事

例研究発表等で個人情報を用いる場合には、仮名等を使用し、利用者個人を特定で

きないようにすることを厳守します。 
（詳しくは、館内掲示の「個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言」をご

参照ください。） 
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１２.事故発生の防止及び発生時の対応 
当事業所は、安全対策事故防止委員会の開催及び職員に対する安全対策研修を定

期的に実施しています。また、事故発生の防止及び発生時の対応に関する措置を適

切に実施するための担当者を設置しています。なお、この担当者は国の定める安全

対策推進に関する所定の研修を修了しています。 

当事業所は、万全の体制で指定居宅介護支援サービスの提供にあたりますが、万

一事故が発生した場合には、速やかにご利用者のご家族、関係市町村に報告すると

ともに、事故に遭われた方の救済、事故の拡大の防止等の必要な措置を講じます。

また、ご利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、誠意をもって速やかに損害

賠償を行ないます。 

 

１３.苦情処理の体制 

 相談苦情に対する常設窓口として、相談担当者を配置しています。また、担当者

が不在でも基本的な事項は誰もが対応でき、必ず担当者に引き継ぐことになってい

ます。 

相談担当者  小野里 明美（管理者） 

行政機関その他苦情受け付け機関 

お住まいの各市町村役場  前橋市役所介護保険課     TEL027-224-1111(代) 

                 高崎市役所介護保険課     TEL027-321-1111(代) 

                 渋川市役所高齢福祉課     TEL0279-22-2116(直) 

                          吉岡町役場介護保険担当課 TEL0279-54-3111(代) 

                          榛東村役場健康保険課     TEL0279-54-2211(代) 

群馬県国民健康保健団体連合会                   TEL027-290-1323(直) 

 

１４.契約の締結・終了および解除（利用の終了等） 

 当事業所のサービスをご利用いただくにあたり、ご利用者との契約の締結をさせ

ていただきます。 
 このうち、契約の終了および解除（利用の終了等）については以下（契約書から

の抜粋）のとおりです。 

〔契約の終了事由〕 

１ 契約者が死亡した場合 

  ２ 要介護認定により契約者の心身の状況が自立または要支援と認定された 
場合 
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３ 契約者が介護保険施設に入所した場合 

  ４ 天災、災害、施設・設備の故障等の理由により、サービスを利用させるこ

とが困難となった場合 

５ 事業者が解散命令を受けた場合もしくは破産した場合またはやむを得な 
い事情により事業所を閉鎖した場合 

  ６ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

〔利用者からの中途解約事由〕 

１ 本契約の有効期間中、ご利用者は、契約をいつでも解約することができま

す。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の１ヶ月前までに事業所

に通知するものとします。 

   ２ 利用者は、事業所が作成した居宅サービス計画に同意できない場合は、契

約を即時に解約することができます。 

〔利用者からの契約解除事由〕 

  １ 事業所もしくは担当の介護支援専門員が正当な理由なく契約に定める 
居宅介護支援を実施しない場合 

  ２ 事業所もしくは担当の介護支援専門員が契約に定める守秘義務に違反し 
た場合 

  ３ 事業所もしくは担当の介護支援専門員が故意または過失により、利用者も

しくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい反社会的行

為や背信行為、その他契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

〔事業者からの契約解除事由〕 

  １ 居宅介護支援の実施に際し、利用者が、その心身の状況および病歴等の重

要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知などを行い、その

結果、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

  ２ 利用者が、故意または重大な過失により事業所もしくは介護支援専門員の

生命・身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい反社会的行為や背信行為、

セクハラ行為、その他契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

 

１５.虐待防止・不適切ケア防止の対応 
  当事業所は、虐待または虐待が疑われる不適切ケアの防止のための対策を検討

する委員会開催及び虐待防止のための研修を定期的（年２回以上）に実施していま

す（身体拘束等不適切ケア防止のための対応も同様）。また、万一虐待又は虐待が

疑われる事案が発生した場合には、管理者を責任者として速やかに市町村等関係者

に報告を行い、事実確認を行います。 
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当事業所は、身体拘束等の行動制限は虐待行為であると考えており、緊急や 
むを得ない場合以外の身体拘束は行いません。 

 

１６.感染症等対策について 
 当事業所は、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会の開

催及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修及び訓練を実施しています。

また、平常時から備え（備蓄品の確保など）、初動対応、感染症拡防止体制の確立

に関する業務継続計画を策定しています。 

 

１７.非常災害対策について 
 当事業所は、非常災害対策に備えるため、防災及び避難に関する計画を作成し年 

2回（夜間想定を含む）以上の避難、その他必要な研修及び訓練等実施しています。 

また、平常時の対応（必要時の備蓄など）、緊急時の対応、他施設及び地域との連 

携に関する業務継続計画を策定しています。 

 

１８. ハラスメント対策について 
当事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための規程

等の必要な措置を講じております。 

 

１９.認知症に係る取り組みについて 
 当事業所は、研修の受講状況等、認知症に係る当該事業所従業者の取組状況につ

いて、介護サービス情報公表制度において公表することとします。 

 

２０．禁止事項について 
 当事業所では、多くのご利用者様に安心して生活していただくために、ご利用者

又は代理人（身元引受人）、その他のご家族等関係者による以下の行為を禁止して

おります。 

 なお、以下（２）～（4）の禁止行為あるいはこれに類する行為が繰り返される

場合又は予見される場合に、職員の保護を目的に、当事業所の判断で事前に予告な

く録画・録音をさせていただくことがあります。 

（１） 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動を行うこと。 

（２） 故意的に職員が不快に思う行為や暴力・性的ハラスメント行為を行うこと。 

（３） 大声、暴言または脅迫行動など反社会的行為により、職員の業務を妨げた 

りすること。 

（4） 解決しがたい要求を繰り返し行い、通常の業務を妨げること（カスハラ）。 

（5） 許可なく事業所内または訪問中において、撮影（写真、録画）・録音等を行

うこと。 
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２１.その他必要な事項 

○ 利用される指定居宅サービス等の事業者は、あくまでも利用されるご本人およ

びそのご家族が自由に選択できるものであり、特定の事業者に固定されるもので

はありません。 
○ 居宅サービス計画に位置づけられたサービス内容やその組み合わせにより、確

定申告の際、所得控除の対象となるものがあります。詳しくは担当の介護支援専

門員にお問い合わせください。 
〇 ご本人が入院された場合は担当の介護支援専門員の氏名、連絡先を入院された

診療所又は病院に必ず伝えて頂くようお願いします。 
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